
函館市営住宅高額所得者明渡指導等に関する事務要領 

 （趣旨） 

第１条 この要領は，市営住宅に入居している高額所得者（函館市営住

宅条例（平成９年函館市条例第29号。以下「条例」という。）第25条

第２項の規定に該当し，市長からその旨の通知を受けた者をいう。）

に対する市営住宅の明渡しの指導および請求等の事務に関し必要な事

項を定めるものとする。 

  （高額所得者に関する記録の整理等） 

第２条 市長は，各年度の高額所得者について，住所，氏名，収入決定

額，家族構成，勤務先および入居年月日等を別記第１号様式の市営住

宅高額所得者個人別調書に記録するとともに，高額所得者の決定に対

する意見申立書や収入申告書等の関係書類を整理しておかなければな

らない。 

  （市営住宅の明渡しの指導） 

第３条 市長は，高額所得者に対して，別記第２号様式の通知書により

市営住宅の明渡しの努力義務を喚起するよう指導するほか，明渡相談

（第一回）を行うものとする。 

   (市営住宅の明渡しの勧告等） 

第４条 市長は，前条の指導を行ったにもかかわらず，なお市営住宅を

明け渡さない高額所得者から当該通知書に対する異議の申し出または

相談がなかった場合および異議の申し出または相談があった場合にお

いて，申し出や相談内容の調査の結果もなお高額所得者であると認め

られるときは，別記第３号様式の勧告書により市営住宅の明渡しを勧

告するとともに，代替住宅についての情報を提供し，合わせて明渡相

談（第二回）を行うものとする。 

２ 市長は，独立行政法人住宅金融支援機構提携の融資を希望する高額

所得者に対しては，別記第４号様式の市営住宅収入基準超過証明書を

交付するものとする。 

  （市営住宅の明渡しの再勧告） 

第５条 市長は，前条の規定による市営住宅の明渡しの勧告を行ったに



もかかわらず，なお市営住宅を明け渡さない高額所得者から当該勧告

書に対する異議の申し出または相談がなかった場合および異議の申し

出または相談があった場合において，申し出や相談内容の調査の結果

もなお高額所得者であると認められるときは，別記第５号様式の再勧 

告書により再度市営住宅の明渡しを勧告するほか，明渡相談（第三回）

を行うものとする。 

２ 前項の再勧告書の送付は，配達証明付き郵便によって行うものとす

る。 

  （市営住宅の明渡請求） 

第６条 市長は，前条の規定による市営住宅の明渡しの再勧告を行った

にもかかわらず，なお市営住宅を明け渡さない高額所得者から当該再

勧告書に対する異議の申し出または相談がなかった場合および異議の

申し出または相談があった場合において，申し出や相談内容の調査の

結果もなお高額所得者であると認められるときは，別記第６号様式の

高額所得者に対する市営住宅明渡請求書により，明渡期限を定めて当

該市営住宅の明渡し請求するものとする。 

２ 前項の市営住宅明渡請求書の送付は，配達証明付き内容証明郵便に

よって行うものとする。 

３ 市長は，第１項の明渡期限後もなお市営住宅を明け渡さない高額所

得者に対して，最終の明渡相談を行うものとし，別記第７号様式の明

渡相談（最終回）の開催通知書によって通知するものとする。 

 （市営住宅の明渡請求の猶予） 

第７条 市長は，第３条の規定による通知書，第４条の規定による勧告

書，第５条の規定による再勧告書および第６条の規定による明渡相談

（最終回）の開催通知書の送付後，本人から相談および問い合わせ等

があった場合は，聴取内容を記録するとともに調査を行い，条例第28

条第４項に該当する特別な事情がある場合と認められるときは，市営

住宅の明渡請求を猶予することができる。 

２ 市長は，前項の市営住宅の明渡請求を猶予する場合は，別記第８号

様式の市営住宅明渡請求猶予通知書によって，その旨を通知するもの



とする。 

  （市営住宅の明渡請求の提訴等） 

第８条 市長は，条例第28条第３項に規定する期限が到来しても，なお

正当な理由がなく市営住宅を明け渡さない高額所得者に対して，当該

市営住宅の明渡しを求める訴訟の手続きを行うものとする。 

２ 市長は，前項の規定による市営住宅の明渡し訴訟を提起して勝訴判

決を得た場合で，当該訴訟提起の対象となった高額所得者が市営住宅

を明け渡さないときは，強制執行の手続きを行うものとする。 

第９条 市長は，この要領による市営住宅明渡しの指導に対し，高額所

得者から，自主的に市営住宅退居の申し出があった場合，または特別

な事情により直ちに明渡しができない理由がある旨の申し出があった

場合は，別記第９号様式の申出書を提出させるものとする。 

２ 市長は，特別な事情により直ちに明渡しができない理由がある旨の

申し出があった場合は，申出書に当該特別な事情を証する書類を添付

させるものとする。 

      附 則 

 この要領は，平成８年３月１日から施行する。 

      附 則 

  この要領は，平成１１年４月１日から施行する。 

       附 則 

 この要領は，平成１３年１月２３日から施行する。 

       附 則 

 この要領は，平成２９年１０月１１日から施行する。 

附 則 

 この要領は，令和３年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は，令和５年１０月１日から施行する。 

 



別記第１号様式（第２条関係）
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市 営 住 宅 明 渡 し 請 求   　　年　　月　　日
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  　　年　　月　　日

意 見 申 立 に 対 す る 決 定 通 知   　　年　　月　　日

市 営 住 宅 明 渡 し 努 力 義 務 の 指 導 通 知   　　年　　月　　日
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指
　
　
　
導
　
　
　
・
　
　
　
請
　
　
　
求
　
　
　
等

高 額 所 得 者 決 定 通 知   　　年　　月　　日

高額所得者決定通知に対する意見申立   　　年　　月　　日

市 営 住 宅 明 渡 し 勧 告   　　年　　月　　日

明 渡 相 談 （ 第 ２ 回 ）   　　年　　月　　日

市 営 住 宅 明 渡 し 再 勧 告



別記第２号様式（第３条関係） 

                                           函 都 住 

                                                    年  月  日 

 

            団地    号棟   号 

                                    様 

 

                                                         函館市長 

 

                         市営住宅の明渡しについて（通知 ） 

 

     年  月  日付け市営住宅高額所得者認定通知書で通知したとおり，あなたの収入は，

公営住宅法施行令第９条に規定する収入の基準を最近２年間引き続き越えています。この基準を越え

ると公営住宅法第２８条第１項および函館市営住宅条例第２８条第１項の規定により，当該市営住宅

を明け渡す努力義務があるほか市としてもあなたに対して市営住宅の明渡しを請求することができる

こととなっています。 

  つきましては，法令の趣旨をご理解のうえ，自主的に市営住宅の明渡しに努められますようお願い

します。 

 なお，特別な事情等がある場合には相談に応ずることとしていますので，           ま

でお越しください。 

 

記 

 

１ 明渡相談の開催                          

                                               
      ア 日時                    
                                               
      イ 場所    

２ 連  絡  先                          （電話        ） 

 

                                                              （          ） 



別記第３号様式（第４条関係） 

                                                         函 都 住 

                                                             年  月  日 

 

            団地   号棟  号 

                                様 

 

                                                          函館市長 

 

                           市営住宅の明渡しについて（勧告） 

このことについては，   年 月 日付け函都住による市営住宅の明渡しについて（通知）で， 

自主的に市営住宅の明け渡しに努められるよう通知をしたところですが，いまだに明け渡しがなされ

ておりませんので，再度，自主的に市営住宅を明け渡されるよう勧告します。 

 市営住宅を明渡す場合の代替住宅につきまして，当市では下記の住宅についての情報を得ておりま

すので，あなたにおかれましてもこれらの情報を参考のうえ，早急に市営住宅の明渡しのご検討をお

願いします。 

 なお，病気，災害等により著しい出費があった場合，または近い将来において定年退職等により収

入が著しく減少することが予想されるなど特別の事情等がある場合は，相談に応ずることとしており

ますので，                   までお越しください。   

記 

１ 代替住宅の情報 

現在，入居者 

募集中の住宅 
型 式 面 積 月額家賃 住 宅 所 在 地 

入 居 者 

募集期間 

問い合わ 

せ先 

      ㎡       円    

      ㎡       円    

２ 明渡相談会の開催 

 

      ア 日時 

 

      イ 場所 

３ 連   絡   先                         （電話        ） 

 

                                                               （          ） 



別記第４号様式（第４条関係） 

 

市 営 住 宅 収 入 基 準 超 過 証 明 書 

 

 

                                                                年  月  日 

 

 

                                         申請者 住 所                          

 

                                                 氏 名                           

 

  独立行政法人住宅金融支援機構提携融資の借入れに必要なため，下記事項について証明願います。 

 

記 

 

市営住宅入居者氏名  

団   地   名                                               団  地   

入居後経過年数                                                年 

 

 

    上記の者について，公営住宅法第２９条第１項に定める収入基準を超えていることを証明します。 

 

 

          年  月  日 

 

 

                                                 函 館 市 長            印 



別記第５号様式（第５条関係） 

                                                           函 都 住 

                                                               年  月  日 

 

市営住宅の明渡しについて（再勧告） 

 

              団地    号棟   号    

                                    様 

                                                           函館市長 

 

 あなたは，   年１０月１日をもって市営住宅に入居していた期間が５年間を超えており，また， 

あなたの世帯の収入が公営住宅法施行令（以下「施行令」という。）第９条に規定する収入の基準を

最近２年間引き続き超えているため，すでに函館市営住宅条例第２５条第２項の規定に基づき，その

旨通知したところであります。 

 これにより，あなたは，高額所得者となり市営住宅の入居対象者でなくなったことから，函館市営

住宅条例第２８条第１項の規定に基づき，あなたに対し市営住宅の明渡しを請求できることとなりま

した。 

  このため，これまであなたに対し市営住宅の自主的明渡しを勧告し，また明渡相談の開催や代替住

宅情報の提供など行ってきたところであります。 

  しかしながら，あなたは依然として市営住宅の明渡義務を履行されておりません。 

  おって，あなたに対して，住宅の明渡しを請求し，法的措置を検討することとなりますので，自主

的に市営住宅を明け渡されるよう重ねて勧告します。 

 なお，病気，災害等により著しい出費があった場合，または近い将来において定年退職等により収

入が著しく減少することが予想されるなど特別の事情がある場合などは，相談に応ずることとしてお

りますので，          まで必ずお越しください。 

記 

１ 高額所得者となるあなたの収入内容 

施行令第９条第１項に規定 

する高額所得者となる収入 
あなたの    年の収入 あなたの    年の収入 

円  収入決定額       円 収入決定額       円 

２ 明渡相談の開催 

              ア 日時 

              イ 場所 

３ 連  絡  先                                 （電話        ） 

４ あなたの収入決定額に疑義のある場合または収入が減少した場合は，速やかに申し出てください。

５ 上記の収入決定額は，あなたに対して送付した市営住宅高額所得者認定通知書の年間所得額合計

から， 控除額および配偶者以外の所得のある世帯員について施行令第９条第２項に定める金額

（          円）を控除したものです。 

                                                             （          ） 



別記第６号様式（第６条関係）   

 

                                                       函 都 住 

                                                           年  月  日 

 

            団地   号棟    号 

                                    様 

 

                                                       函館市長 

 

高額所得者に対する市営住宅の明渡し請求について（請求） 

 

     年  月  日付け函都住で通知した「市営住宅高額所得者認定通知書」のとおり，あな

たは，市営住宅に５年以上入居し，かつ，    年および    年の収入決定額が月額    

  を超えたため，高額所得者と認定されております。 

  つきましては，函館市営住宅条例第２８条第１項の規定に基づき，高額所得者に対する市営住宅の

明渡しを請求します。 

  なお，特別の事情により明渡しが困難な場合につきましては，別添の申出書に記入のうえ，   

     までご相談ください。 

  追って，明渡期限が到来しても住宅の明渡しがない場合には，法的措置について検討することを申

し添えます。 

 

記 

 

１ 明渡すべき市営住宅の所在地および住宅番号 

 

                        団地   号棟    号 

 

２ 明渡期限                年  月  日 

 

                                                           （           ） 



別記第７号様式（第６条関係） 

 

                                                          函 都 住 

                                                              年  月  日 

 

            団地   号棟   号 

                                  様 

 

                                                           函館市長 

 

明渡相談（最終回）の開催について 

 

 あなたは高額所得者に決定されておりますことから，   年 月 日付け函都住による内容証明

文書で市営住宅の明渡しを請求いたしましたが，   年 月 日をもってすでに明渡期限が過ぎて

おります。 

 この間，あなたには依然として自主的に明渡義務を履行する意向がみられず，まことに残念に思っ

ております。 

 あなたに対する市営住宅の明渡し請求から６か月の期間が経過していることから，この間に病気や

災害等により著しい出費があったか，または近い将来において定年退職等により著しく収入が減少す

ることが予想されるなどの特別の事情等が発生しているかも知れませんので，最終の明渡相談を下記

により開催します。よって，            まで必ずお越しください。 

 

 

記 

 

１ 明渡相談の開催 

 

      ア 日時 

 

      イ 場所 

 

２ 連  絡  先                                 （電話        ） 

                                                               （          ） 



別記第８号様式（第７条関係） 

 

                                函 都 住 

                                    年  月  日 

 

     団地    号棟   号 

                 様 

 

                               函館市長 

 

市営住宅明渡請求の猶予について（通知） 

 

     年  月  日付け市営住宅高額所得者認定通知書で通知したとおり，あなたの収入は，

公営住宅法施行令第９条に規定する収入の基準を最近２年間引き続き越えています。この基準を越え

ると公営住宅法第２８条第１項および函館市営住宅条例第２８条第１項の規定により，当該市営住宅

を明け渡す努力義務があるほか市としてもあなたに対して市営住宅の明渡しを請求することができる

こととなっています。 

 このため，    年  月  日に明渡相談を行ったところ，特別な事情があるため直ちに明渡

しができない旨の申出書の提出がありました。 

 この事情につきましてはやむを得ないものと認め，次のとおり市営住宅の明渡請求を猶予いたしま

す。 

 

記 

 

    猶予する期限       年  月  日まで 

 

    注 １ 猶予期限日以後も，高額所得者として認定されており，かつ特別な事情が継続して

いる場合は，改めてそれを証する書類を添付のうえ申出書を提出してください。 

      ２ 退職等によって収入が著しく減じた場合は，高額所得者の決定を取り消すことがあ

りますので，住宅課に申し出てください。 

 

 

     ※連絡先               （電話        ） 



別記第９号様式（第９条関係） 

 

                                                                  年  月  日 

 

申     出     書 

 

                                           住 所 

                                                        団地    号棟    号 

                                           氏 名                                     

 

                                                   （電話番号    －  －    ） 

 １ 退去予定の場合 

      年   月   日頃退去予定 

   ア 住宅新築（購入） 

  イ 民間アパートへ転居 

   ウ 転勤 

   エ その他（               ） 

 ２ 特別な事情によ 

り直ちに明渡し 

ができない場合

の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注 添付書類 

  ア 特別な事情が病気による場合は，医師の診断書，領収書等 

  イ 特別な事情が近い将来において定年退職等により収入が著しく減少することが予想される場 

合は，就業規則等の写し 

  ウ 特別な事情が災害により著しい損害を受けたときによる場合は，り災証明等の写しまたは事 

故証明書の写し 

  エ 特別な事情が学費負担や仕送りによる場合は，在学証明書，学費の納付書（写），仕送り額 

が分かる証書（写）  

  オ その他特別な事情がある場合は，それを証する書類 


